
4 月以降の領事出張サービス予定のお知らせ 

 

【ポイント】 

在スイス日本国大使館は、現在のスイス連邦政府の感染予防措置や国内の状況を踏まえ、

4月以降の領事出張サービスについて以下の方針とする予定です。 

 

【4 月：実施予定はありません】 

 

【5 月：実施（ウスター）】 

●日時：5 月 1 日(土)10:00-12:00,13:00-15:00 実施時間は変更する可能性があります。 

●出張サービス申込受付：4月 15 日(木)必着 

●場所：チューリッヒ日本人学校日本式 2階音楽室 

 

【6 月：実施予定はありません】 

 

【7 月：実施（ウスター）】 

●日時：7月 17日(土)10:00-12:00,13:00-15:00 実施時間は変更する可能性があります。 

●出張サービス申込受付：7月 1日(木)必着 

●場所：チューリッヒ日本人学校日本式 2階音楽室 

 

 

【本文】 

１．新型コロナウイルス感染症については、3月 1日よりスイス連邦政府による各種制限

措置の緩和（第 1弾）が実施されましたが、依然として変異株の増加や感染者数が微増す

るなど、引き続き連邦政府及び各州政府により、衛生措置の実施や社会的距離の確保など、

感染予防措置が求められています。 

このような状況を踏まえ、在スイス日本国大使館は、次回の領事出張サービスを児童の

健康を最優先に考慮し 5月 1日（土）にチューリッヒ日本人学校をお借りして行う予定で

す。 

 

２．感染予防策へのご協力のお願い 

 感染予防のため、以下のご協力をお願いいたします。 

（１）今回も、事前にお申し込み頂いた方のみに受付を限らせていただきます。 

 ○パスポート、証明書の受け取りを希望される方：4 月 15 日(木)までに必要な申請書

類を当館領事班までお送りください。 

 ○パスポート、証明書の申請、各種届出を希望される方：4月 15 日(木)までに当館領事

班へ電話又はメールでご予約ください。 

当日ご予約のない来訪はご遠慮ください。お申し込み締め切りは 4月 15 日(木)（必着）

とさせていただきます。 

（２）密集を避けるため、来訪時間については、大使館から時間指定をさせていただきま

す。 



（３）来訪にあたっては、大使館職員の指示に従い会場内でのマスクの持参着用、アルコ

ール消毒ジェルの利用、社会的距離の確保にご協力ください。当日は、大使館職員もマス

クを着用させていただきます。 

（４）今回は、日本人学校日本式 2階音楽室をお借りします。事前に時間指定をお願いす

るなど調整には努力しますが、万が一来場者が重なる場合は、音楽室外の廊下あるいは、

校舎外でお待ちいただく可能性がありますのでご了承願います。 

（５）来場時に非接触体温計による体温検査を行います。結果によっては入場をお断りさ

せていただくこともありますので、体調の優れない方におかれましては、当日来訪をご遠

慮ください。 

 

３．領事出張サービスのご利用を予定されている在留邦人の方には、ご不自由をおかけい

たしますが、皆様のご健康を最優先しての措置ですのでご理解賜りますようお願いします。

また、スイス国内の感染状況によっては、実施を延期せざるを得ない場合がある点、予め

ご了承願います。 

6 月以降の領事出張サービスについては、現在 7 月 17 日(土)にチューリッヒ日本人学

校をお借りして実施する方向で検討しておりますが、引き続きスイス連邦政府の感染予防

措置や国内の状況を見ながら、在留邦人の皆様にご案内いたします。 


